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◆在宅サービスの支給限度月額 

要介護度 限度月額 要介護度 限度月額 

要支援１ ５０，３２０円 要介護１ １６７,６５０円 

要支援２ １０５，３１０円 要介護２ １９７,０５０円 

※介護サービスを利用する方は、 

サービス費用の 1割（ただし一定所得以

上の方は 2～3割）を負担します。 

要介護３ ２７０,４８０円 

要介護４ ３０９,３８０円 

要介護５ ３６２,１７０円 

                            1 

① 申 請 
・介護サービスを利用する必要がある方は、介護保険の被保険者

証を添えて、要介護(要支援)認定申請書を、健康福祉課介護支援

係に提出してください。 

・地域包括支援センターや居宅介護支援事業者、介護保険施設に

申請を代行してもらうこともできます。 

② 認定調査 

(一次判定)、 

主治医意見書 

・町の保健師等や町の委託を受けた居宅介護支援事業所の介護支

援専門員が自宅などを訪問し、心身の状況の聞き取り調査(認定

調査)を行います。一次判定 

・町が主治医に依頼し、心身の状況についての書類(主治医意見

書)を提出していただきます。 

③ 審査・判定 

(二次判定) 

④ 認定結果 

通知 

⑤ 介護サービス

計画の作成 

認定調査結果や主治医意見書をもとに、保健・医療・福祉の専門

家で構成する「介護認定審査会」で、介護の必要性や程度につい

て審査を行い、要介護度の判定をします。 

二次判定 

二次判定による、「非該当(自立）、要支援１・２、要介護１～５」

の認定結果を本人に通知します。 

在宅サービスを利用する場合は、認定結果が「要支援」の方は地

域包括支援センター職員と、「要介護」の方は居宅介護支援事業

所の介護支援専門員と話し合い、心身の状況に応じて各種サービ

スを組み合わせた介護(予防)サービス計画を作成します。 

介護(予防)サービス計画にもとづいて、介護(予防)サービスの利

用が始まります。 

⑥ 介護サービス

の利用開始 


